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Ⅰ．はじめに 
 

■広報資料策定の経緯 
 

 環境省では環境技術の普及促進を目指して、「環境技術実証事業（ETV 事業。以下、「実証事業」

といいます）」を実施しています。この実証事業では、さまざまな分野における環境技術（個別の製

品も含めて、幅広く「環境技術」という言葉を使います）を実証しています。 

ここでいう実証とは、「第三者である試験機関により、既に実用化段階にある技術（製品）の性能

が試験され、結果を公表」することです。技術や製品の実用化等の前段階として行う「実証実験」と

は異なる意味であり、また、JIS 規格のように何かの基準をクリアしていることを示す認証でもありま

せん。（事業の詳細は本冊子の IV 以降をご覧下さい） 

 

本冊子（広報資料）は、この事業において平成２８年度に実証された技術（製品）について、その

環境保全効果等を試験した結果の概要を示したものであり、環境技術や、環境技術を使った環境製品

の購入・導入をお考えのユーザーのみなさんに、実証された技術（製品）や関連する技術分野を知っ

ていただき、積極的な購入・導入を促すために作成したものです。 

 

 なお、平成２７年度以前に実証された技術に関する試験結果を含め、より詳しい詳細版が環境技術

実証事業ウェブサイト内の「実証結果一覧」

(http://www.env.go.jp/policy/etv/verified/index.html)にございます。 

是非ともご覧ください。 

- 1 -



- 2 - 

 

Ⅱ．用語の解説 

 
この広報資料では、実証事業や中小水力発電技術分野に関する以下のような用語を使用しています。 

 
表２－１：本冊子で使用されている用語の解説 

用語 定義・解説 

＜実証事業に関する用語＞ 

実証対象技術 実証試験の対象となる技術は中小水力発電技術とする。 

実証対象製品 
実証対象技術を製品として具現化したもののうち、実証試験で

実際に適用するもの。 

実証項目 
実証対象技術の性能を測るための項目として、発電出力、総落

差、水位、流速など。 

実証機関 

実証対象技術の企業等からの公募、実証対象とする技術の審

査、実証試験計画の策定、技術の実証（実証試験の実施等）、

実証試験結果報告書の作成を行う機関。 

試験実施機関 実証機関からの外注により、実証試験を実施する機関を指す。

技術実証検討会 
実証機関により設置される検討会。技術の実証にかかる審査等

について実証機関に助言を行う。 

実証申請者 
技術の実証を受けることを希望する者及びその後実証対象技術

として選定され実証を受けた者。 

技術開発企業 実証対象技術の開発者。 

＜本技術分野に関する用語＞ 

総落差（ｍ） 取水位と放水位との標高差、または水頭差。 

有効落差（m） 

全水頭から指定点における水頭を差し引いて求める。 

使用状態において水車の運転に利用される全水頭で、水車の高

圧側指定点と低圧側指定点との全水頭の差。 

流量（㎥/s） 
断面平均流速と断面積の積に補正係数を乗じて求める。 

ある断面を通る単位時間当たりの水の体積。 
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Ⅲ．中小水力発電技術分野と実証試験の方法について（平成２８年度） 

 

■中小水力発電技術とは？ 

 
本技術分野で取扱う中小水力発電技術は、「水の位置エネルギー等を活用し、渓流、河川部、排水

路などの流量と落差を利用して小規模、小出力の発電を行う技術等」とし、おおむね出力100kW未満

のものを対象とします（100kW以上の水車については電気学会電気規格調査会標準規格（JEC-

4001）が適用されています。）。 

 

 

■実証試験の概要 

 
実証試験は、中小水力発電技術分野で定められた「実証試験要領」に基づき実施され、実証申請者

から提出された実証対象製品について、以下の各項目を実証しています。 

○ 発電出力 

○ 総落差、有効落差、流量 

○ 環境測定（騒音） 

中小水力発電技術を有するメーカーなどは、実証を希望する技術の概要を実証申請書に明記し、実

証機関に対して申請を行います。実証機関は申請された内容を審査し、問題がない場合、実証試験の

計画を策定します。この実証試験計画に基づいて、実証試験が実施されます。本実証試験では、実機

試験により、実施地において可能な範囲で流量・落差・負荷条件などを変化させて測定します。実証

試験結果のデータ分析と検証は実証機関によって行われ、実証試験結果報告書が作成されます。 

 

 

■実証項目について 

 
中小水力発電技術の実証試験では、実証対象技術における環境保全効果を「温室効果ガス排出削減

効果」と捉え、発電出力及び使用水量を中心とした実証項目を設定しています。そして、落差・流量

と発電出力から総合効率を算出することで、性能及び設計、施工に関する技術的条件を総合的、客観

的に示すことができます。 
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表３－１：実証試験区分 

項目 試験方法 

基礎的項目 
総落差（m） 

原則として、取水位の標高・流速と放水位の標高・流

速を計測し、両者のエネルギー差を総落差とする。 

有効落差（m） 

水車流入・流出部付近に適切に水圧計が設置されてい

れば、その流入・流出の水圧差から有効落差を求め

る。それができない場合は、損失落差を算出し、総落

差から損失落差を引いて求める。開放式水車等のよう

に損失落差を求めることが難しい場合は、総落差を有

効落差とすること、理論上の放水位を設定して有効落

差を求めることも可とする。 

流量（㎥/s） 

流量（取水量・放水量）は発電設備に設置された流量

計、実証機関が用意した流量計または流速計で測定す

る。 

発電出力（kW,V,A） 
発電出力等は発電設備に設置された電圧・電流測定機

器、あるいは実証機関が持参した機器で測定する。 

連続運転 入力（流量、水

位）・出力（電流、

電圧、発電出力） 

ロガーを用いた連続測定を原則として 1 か月程度行

う。 

環境測定 

騒音 

JIS 規格の定めにより現地で騒音計を用いて測定す

る。 

低周波については、低周波音の測定方法に関するマニ

ュアル（環境庁大気保全局）に準拠する。 

 
詳細な実証項目については、実証試験を行う際の基本的考え方、試験条件・方法等を定め

た「実証試験要領」及び実証試験要領に基づき詳細な試験条件等を定めた「実証試験計

画」に明記されています。「実証試験要領」については、実証事業ウェブサイト

（http://www.env.go.jp/policy/etv/）でご覧いただくことができます。 
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Ⅳ．平成２８年度実証試験結果について 
 

平成２８年度は、手数料徴収体制で実施しました。 

 

■実証機関 

 
○ 一般社団法人 小水力開発支援協会 

 

＜実証機関連絡先＞  

一般社団法人 小水力開発支援協会  

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨３-25-２ 巣鴨noteビル４階 

電話：03-5980-7820 FAX：03-5980-7065 

 

 

■実証試験結果報告書概要の見方 

 
 実証試験結果報告書は、実証対象技術の仕様や測定原理を最初に説明しています。その後に、それ

ぞれの試験項目に対する、実証試験結果のデータとまとめを記載しています。 
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［１］実証対象技術の概要 
実証の対象技術は、灌漑期と非灌漑期の大きな水量変化に対応するため、ランナベーン（回転羽

根）に水圧と水流を導くガイドベーン（案内羽根）を大小 2 枚設けることで、小さい流量でも効率の

維持を図れる構造としたクロスフロー水車※の発電システムである。メーカー公表の基本仕様は、流

量 0.15m3/s、有効落差 15m、出力 12.6kW である。 

※円筒形ランナベーンに流入した水が、ランナベーンを貫通して軸と直角に流出する水車で、衝動水

車および反動水車の特性を併せ持つ。クロスフロー水車の名称は、水流がランナベーンの軸と直角方

向にクロスして２回作用すること由来するものである。 

 
図４－１ 水車構造図 

［２］実証試験の概要 
全体システムと実証範囲における測定点の関係を図２に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２ 全体システムと実証範囲における測定点 
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［３］実証試験結果 
使用水量 0.037m3/s から 0.139m3/s までの出力と効率について試験結果を得た。試験における最大

流量 0.139m3/s の出力 12.0kW、効率 63%が最高効率で、最小流量の 0.037m3/s の出力 1.4kW、総合

効率 27%までの性能が確認できた。最小流量以外はメーカー公表値をやや上回る結果であった。なお、

試験時の流量では大小二つのガイドベーンを同時に使う試験はできなかった。 
また、連続運転実績は 2,249kWh（715 時間、平均出力 3.6kW）であった。 
 

  
図４－３ 試験結果とメーカー公表値 

［４］参考情報 
○製品データ（申請された内容であり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません） 

項目 実証申請者または開発者 記入欄 

製品名・型番 クロスフロー式小水力発電設備 

製造（販売）企業名 株式会社松本鉄工所（ Matsumoto iron works ） 

連
絡
先

TEL／FAX TEL：0263-87-5061    FAX：0263-87-5071 

ウェブサイト http://www.k-miw.co.jp 

E-mail eng2@k-miw.co.jp 

設置条件 
周囲温度 ： ０℃ ～ ４０℃ 

使用場所 ： 清水又は除塵された農業水路等における河川水路 

緊急及び増水時に浸水しない場所 

メンテナンスの 
必要性・コスト 
耐候性・製品寿命等 

年 1回の現地における点検整備（水車及び発電機の点検・発電機絶縁抵抗測定・軸受

け、増速機グリスアップ等の点検およびベルト交換）で約 20 万円 

3 年程度で交換する部品（軸受け・シール・パッキン等）で約 25 万円（内訳：部品代

15 万円・工賃 10 万円） 

施工性 中型ポンプ等の設置経験が有り電気設備と機械設備工事ができる業者であれば施工可能

コスト概算 

イニシャルコスト 

 機  器 数量  

 
水車発電機(水車、増速機、発

電機、据付費) 
１式 18,000,000 円 

電気設備工事 １式 7,000,000 円 

土木構造物  注 1 

合  計  25,000,000 円 
注 1 土木構造物については設置場所における諸条件により個別に計上する。
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［１］実証対象技術の概要 
農業用水を利用する発電のうち、支線や小規模幹線の低落差を利用する場合、５m 未満の程度の落

差であれば開放型水車（上掛け、下掛け、らせん等）が用いられることも多いが、水圧がかかった水

の利用として低落差でも比較的高効率が得やすい、ガイドベーンのない立軸固定羽根プロペラ水車で

ある。フランシス水車やペルトン水車などに比べて簡単な構造で、流量変動に対応して運転できない

が価格が抑えられる期待がある。 
農業用水路の落差工２m 程度において使用水量 0.85m3/s、出力 10kW、回転速度 225min-1、総合効率

60%として開発された水車である。水車構造を下に示す。 
 

  
図４－４ 水車の概要 

 

［２］実証試験の概要 
全体システムと実証範囲における測定点の関係を図２に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－５ 全体システムと実証範囲における測定点 
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［３］実証試験 
メーカー公表値は 0.85m3/s、出力 10kW の 1 点であったのに対して、試験結果は出力が約１kW 程

度、効率が約 10%程度下回った。また、最高効率は 55%で公表値の 60%には至らなかったが、流量比

で 49%～115%の範囲について性能曲線が実証されたことで、導入計画が立てやすくなると考える。ま

た、連続運転実績は 4,951kWh（2/16～3/12、25 日間）平均出力 8.25kW であった。 
 

  
図４－６ 試験結果とメーカー公表値 

 

［４］参考情報 
○製品データ（申請された内容であり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いませ

ん） 
項目 実証申請者または開発者 記入欄 

製品名・型番 パワーアルキメデス、EN0018  Power Archimedes EN0018 

製造（販売） 
企業名 

株式会社北陸精機 

連
絡
先

TEL／FAX TEL：0765-32-8233  FAX：0765-32-8963 

ウェブサイト http:www.s-hokuriku.com/ 
E-mail  minami@s-hokuriku.com 

設置条件 

周囲温度 ： ０℃ ～ ４０℃ 

使用場所 ： 清水又は除塵された農業水路等における河川水路 

緊急及び増水時に浸水しない場所 
メンテナンスの 
必要性・コスト 
耐候性・製品寿命等 

3 年毎点検整備（現地）：500,000 円（年次点検含む） 

10 年整備（工場）：1,000,000 円（電気設備更新等） 

施工性 
中型ポンプ等の設置経験が有り電気設備と機械設備工事ができる業者であ

れば施工可能 

コスト概算 

イニシャルコスト 

 機  器 数量  

 水車発電機(制御を含む) １式 11,000,000 円

 土木構造物 １式 300,000 円

  

 合  計  11,300,000 円
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［１］実証対象技術の概要 
農業用水を利用する発電のうち、支線や小規模幹線の低落差を利用する場合、５m 未満の程度の落差であ

れば開放型水車（上掛け、下掛け、らせん等）が用いられることが多い。 

メーカー公表の基本仕様は、農業用水路の落差工 1.5m において流量 0.736m3/s、出力 3.22kW、水車直径

3m、水車回転速度 4～6min-1、発電機回転速度 1100min-1、総合効率 25%の開放型水車である。 

なお、実証対象製品のように水路断面に水車を設置して水位を堰上げて発電を行う場合、水路の流下機能

を阻害する恐れのあるため、流量が安全に管理できる条件で設置する必要がある。このような危険を防ぐため

には、設置場所はバイパス水路など、水やごみの混入が十分に管理できる条件が必要である。 

 

 
図４－７ 水車構造図 

 

［２］実証試験の概要 
全体システムと実証範囲における測定点の関係を図２に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４－８ 全体システムと実証範囲における測定点 
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［３］実証試験 
使用水量 0.439m3/s から 0.779m3/s までの出力と効率について試験結果を得た。試験における最大

流量 0.779m3/s の出力 3.22kW、総合効率 31%が最高効率で、最小流量 0.439m3/s の出力 1.68kW、総

合効率 24%までの 5 つの流量で試験を行った。なお、実証対象製品のように、既存の用水路に設置す

る場合は、最大流量でも流下阻害を起こさないよう、水路管理者と十分な安全評価を行うことが必要

である。さらに安全評価の際には放水位の水面振動の共振など模型試験を行うことが望ましい。 
また、連続運転実績は 29 日間で 1,724kWh（平均出力 2.5kW）であった。 

 
図４－９ 試験結果とメーカー公表値 

［４］参考情報 
○製品データ（申請された内容であり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません） 

項目 実証申請者または開発者 記入欄 

製品名・型番 胸掛水車（直径 3m） Breastshot water wheel 

販売企業名 株式会社エリス 

連
絡
先

TEL／FAX TEL：086-264-8080    FAX：086-264-8086 

ウェブサイト http://www.elis.tv 

E-mail  kobiki@elis.tv 

設置条件 

年間通じて安定した流量のある水路に設置する。 

※落差があれば、より多くの発電量を見込むことができる。 

※電力会社へ売電検討する場合、付近に電気配線環境（電柱等）が整っている事。 

メンテナンスの必要性・コ
スト耐候性・製品寿命等 

24 時間連続稼働するため、軸受・増速機・チェーン等の維持管理が必要です。 

① 連結チェーン交換： 5 年/回 
② ベアリング交換  ：10 年/回 
③ 軸受交換    ：10 年/回 
④ スポルケット交換：10 年/回 
⑤ 塗装      ： 5 年/回 
※その他、適時のグリス注入が必要です。 

※電気設備部については、有事の都度修理・交換が必要です。 

施工性 現場組立作業が少ないため、設置工事が比較的容易である。 

コスト概算 

イニシャルコスト 

 機  器 数量  

 水車本体・据付 １式 4,400,000 円 

 電気設備・据付工 １式 8,500,000 円 

 その他費用 １式 600,000 円 

 合  計  13,500,000 円 
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V．これまでの実証対象技術一覧 

 

実証年度 実証番号 実証対象技術 環境技術開発者 

平成２６年度 120-1401 インライン水車 株式会社三井三池製作所 

平成２６年度 100-1402 らせん水車（直径0m900） 株式会社篠田製作所 

平成２６年度 100-1301 上掛け水車（直径3m000） 株式会社篠田製作所 

平成２６年度 120-1302 エネルギー回収システム 日立産機システム株式会社 

平成２７年度 120-1501 クロスフロー水車 同会社ひおき発電 

平成２７年度 100-1502 クロスフロー水車 TBCR2014-1 エネフォレスト株式会社 

平成２７年度 100-1503 クロスフロー水車 TBHC-1R1G31 エネフォレスト株式会社 

平成２７年度 120-1504 低落差用小水力発電設備 株式会社松本鉄工所 

平成２８年度 120-1601 クロスフロー式小水力発電設備 株式会社松本鉄工所 

平成２８年度 120-1602 パワーアルキメデス EN0018 株式会社北陸精機 

平成２８年度 120-1603 胸掛水車（直径3m） 株式会社エリス 
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Ⅵ．「環境技術実証事業」について 

 

■「環境技術実証事業」とは？ 
 

既に適用可能な段階にあり、有用と思われる先進的環境技術でも、環境保全効果等についての客観

的な評価が行われていないために、地方公共団体、企業、消費者等のエンドユーザーが安心して使用

することができず、普及が進んでいない場合があります。環境技術実証事業とは、このような普及が

進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者機関が客観的に実証する事業で

す。本事業の実施により、ベンチャー企業等が開発した環境技術の普及が促進され、環境保全と

環境産業の発展による経済活性化が図られることが期待されます。 

平成２８年度は、以下の９分野を対象技術分野として事業を実施しました。 

（１） 中小水力発電技術分野 

（２） 自然地域トイレし尿処理技術分野 

（３） 有機性排水処理技術分野 

（４） 閉鎖性海域における水環境改善技術分野 

（５） 湖沼等水質浄化技術分野 

（６） ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷低減等技術） 

（７） ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム） 

（８） 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減技術） 

（９） テーマ自由枠 

 

 

■事業の仕組みは？ 
 

環境省が有識者の助言を得て選定する実証対象技術分野において、公募により選定された第三者機

関（「実証機関」）が、実証申請者（技術を有する開発者、販売者等）から実証対象技術を募集し、

その実証試験を実施します。実証試験を行った技術に対しては、その普及を促すため、また環境省が

行う本事業の実証済技術である証として、「環境技術実証事業ロゴマーク」（図６－１）及び実証番

号を交付しています。 

なお、本事業において「実証」とは、「環境技術の環境保全効果、副次的な環境影響等を、当該技

術の開発者でも利用者でもない第三者機関が試験等に基づいて客観的なデータとして示すこと」と定

義しています。「実証」は、一定の判断基準を設けてそれに対する適合性を判定する「認証」や「認

定」とは異なります。 
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図６－１：環境技術実証事業ロゴマーク（共通ロゴマーク） 

（さらに技術分野ごとに、「個別ロゴマーク」を作成しています。） 

※ロゴマークを使用した宣伝など、当事業で実証済みの技術について「認証」をうたう事例があり

ますが、このマークは環境省が定めた基準をクリアしているという主旨ではなく、技術（製品・

システム）に関する客観的な性能を公開しているという証です。ロゴマークのついた製品の購

入・活用を検討される場合には、本冊子や、各実証試験結果報告書の全体を見て参考にしてくだ

さ い 。 詳 細 な 実 証 試 験 結 果 報 告 書 に つ い て は 、 ロ ゴ マ ー ク に 表 示 の URL

（http://www.env.go.jp/policy/etv/）から確認することができます。 

 

（１）事業の実施体制 
 

事業運営の効率化を更に図るため、平成２４年度からは、前年度まで分野ごとに設置されていた

実証運営機関を一元化するなど、新たな事業運営体制（図６－２）に移行しました。 

環境省
・事業全体の方針策定及び運営管理
・実証機関及び実証運営機関の公募・選定
・実証報告書の承認、ロゴマーク・実証番号の交付
・Webによる実証結果の公表
・実証対象技術の募集・選定 等

実証運営機関
・事業普及のための企画・立案
・実証機関の公募・選定補助
・実証対象技術の募集・選定補助（テーマ自由枠）

実証機関
・実証の実施
・実証対象技術の募集・選定補助

申請者
・実証技術の申請
・実証手数料の納付

技術実証検討会
・実証対象技術の選定、
実証手法等に関する検討・助言

環境技術実証事業運営委員会
・実証対象技術の選定（テーマ自由枠）、実証
報告書の検証、事業運営に関する検討・助言

連
携
・協
力

技術募集

検討・助言
結果の報告

実証報告書の承認
ロゴマークの交付

公募・選定

ロゴマークの交付実証後フォローアップ
アンケートの実施

技術の申請書の送付技術の申請書の送付
（テーマ自由枠）

検討・助言
結果の報告

事業運営に関する指示
公募・選定

 

図６－２：平成28年度における『環境技術実証事業』の実施体制 

各技術分野について、実証システムが確立するまでの間（分野立ち上げ後最初の2年間程度）は、

実証試験の実費を環境省が負担する「国負担体制」で実施し、その後は受益者負担の考え方に基づ

き、実証試験の実費も含めて申請者に費用を負担いただく「手数料徴収体制」で実施しています。 
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事業の企画立案、広報や技術分野の設置・休廃止に関する検討、実証機関の公募・選定等の事業

全体のマネジメントについては、「実証運営機関」が実施します。実証運営機関は、公平性や公正

性確保、体制及び技術的能力等の観点から、公募により選定され、平成２８年度は株式会社エック

ス都市研究所が担当しました。 

各技術分野の事業のマネジメント（実証試験要領の作成、実証対象技術の募集・選定、実証試験

の実施、実証試験結果報告書の作成等）については、「国負担体制」、「手数料徴収体制」のどち

らの体制においても「実証機関」が実施します。実証機関は、公平性や公正性確保、体制及び技術

的能力等の観点から、公募により選定されます。 

事業の運営にあたっては、有識者からなる環境技術実証事業運営委員会及び各技術分野の技術実

証検討会等において、事業の進め方や技術的な観点について、専門的見地から助言をいただいてい

ます。 

 

（２）事業の流れ 
 

実証事業は、主に以下の各段階を経て実施されます（図６－３）。 

 

○実証対象技術分野の選定 

環境省及び実証運営機関が、環境技術実証事業運営委員会における議論を踏まえ、実証ニーズ

や、技術の普及促進に対する技術実証の有効性、実証可能性等の観点に照らして、既存の他の制

度で技術実証が実施されていない分野から選定を行います。 

○実証機関の選定 

環境省及び実証運営機関は、技術分野ごとに実証機関を原則として1機関選定します。実証機関

を選定する際には、公平性や公正性確保、体制及び技術的能力等の観点から、公募を行い、環境

技術実証事業運営委員会において審査を行います。 

○実証試験要領の策定・実証対象技術の募集・実証試験計画の策定 

実証機関は、実証試験を行う際の基本的考え方、試験条件・方法等を定めた「実証試験要領」

を策定し、実証試験要領に基づき実証対象技術を募集します。応募された技術について、有識者

からなる技術実証検討会での検討を行い、その結果を踏まえて実証機関は対象技術を選定します。

その後実証機関は、実証申請者との協議を行いつつ、有識者からなる技術実証検討会で検討した

上で、実証試験計画を策定します。 

○実証試験の実施 

実証機関が、実証試験計画に基づき実証試験を行います。 

○実証試験報告書の作成・承認 
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実証機関は、実証試験データの分析検証を行うとともに、実証試験結果報告書を作成します。

実証試験結果報告書は、技術実証検討会等における検討を踏まえ、環境省に提出されます。提出

された実証試験結果報告書は、実証運営機関及び環境省による確認を経て、環境省から承認され

ます。承認された実証試験結果報告書は、実証機関から実証申請者に報告されるとともに、一般

に公開されます。 

 

 
図６－３：平成28年度における『環境技術実証事業』の流れ 

 

■なぜ中小水力発電技術を実証対象分野としたのか？ 

中小水力発電は、発電過程において二酸化炭素を排出しない純国産の再生可能エネルギーです。既

存の施設（上下水道、砂防ダム、農業用水路など）をそのまま利用でき、建設時の環境負荷が少ない

発電方式であるとともに、電力の出力変動が少なく、昼夜、年間を通じて安定した電力を得られるこ

とが期待できます。大規模水力と比べてコスト高になりがちである一方、国内の開発可能性が比較的

大きく、採算の改善により地球温暖化防止効果が期待されます。 

中小水力発電は、今後の導入可能性が大きい再生可能エネルギーである一方、近年、発電機等の製

造に多種多様な企業が参入してきており、その性能について、客観的な観点で実証等を行うことが課

題となっています。 

以上のことから、環境技術実証事業では、平成25年度より中小水力発電技術を対象技術として、検

討及び実証を開始しました。 
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■実証番号を付した固有の環境技術実証事業ロゴマーク 

（個別ロゴマーク）について 
 

中小水力発電技術分野において実証試験を行った実証対象技術については、環境省が行う本事業の

実証済技術である証として、１つの実証済技術に対し１つの実証番号が付された固有の環境技術実証

事業ロゴマーク（個別ロゴマーク）を交付しています。これらの変更により、以下のような効果を期

待しています。 

１. 実証申請者とって、固有の個別ロゴマークを実証済技術が掲載されたカタログやウェブサイト

等に掲載することにより、次のことから実証済技術（製品）の付加価値を高めることができま

す。 

① 技術（製品）毎の固有のロゴマークであること。 

② 製品カタログ等に掲載された個別ロゴマークと同じ個別ロゴマークが掲載された実証試験

結果報告書を示すことで、実証済技術（製品）の技術的裏付けになる。 

２. 実証済技術（製品）を購入・採用するエンドユーザーにとって、製品カタログと実証試験結果

報告書の双方に同じ固有の個別ロゴマークが掲載されることで、双方の繋がりがより明確にな

ります。さらに、実証試験結果報告書に掲載の個別ロゴマークの実証番号を確認することで、

実証済技術の実証試験結果を容易に知ることができます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

【平成28（2016）年度版表記例】 

実証番号 120- 1600 

分野番号                 識別番号 

年度（西暦下２桁） 
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■環境技術実証事業のウェブサイトについて 

 
環境技術実証事業では、事業のデータベースとして環境技術実証事業ウェブサイト

（http://www.env.go.jp/policy/etv/）を設け、以下の情報を提供していますので、詳細については

こちらをご覧ください。 

 

[1] 実証技術一覧 

本事業で実証が行われた技術及びその環境保全効果等の実証結果（「実証試験結果報告書」等）

を掲載しています。 

[2] 実証試験要領 

実証試験を行う際の基本的考え方、試験条件・方法等を技術分野ごとに定めた「実証試験要領」

を掲載しています。 

[3] 実証運営機関・実証機関／実証対象技術の公募情報 

実証運営機関・実証機関あるいは実証対象技術を公募する際、公募の方法等に関する情報を掲載

しています。 

[4] 検討会情報 

本事業の実施方策を検討する検討会、分野別ＷＧにおける、配付資料、議事概要を公開していま

す。  
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リサイクル適正の表示：印刷用の紙にリサイクルできます
　本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクル
に適した材料［Aランク］のみを用いて作製しています。

●本事業に関する詳細な情報は、ウェブサイトでご覧いただけます。

http://www.env.go.jp/policy/etv/
このウェブサイトでは、実証試験要領、検討会における検討経緯、実証試験結果等をご覧いただけます。

●「環境技術実証事業」全般に関する問合せ先
環境省大臣官房総合政策課　環境研究技術室
〒100－8975　東京都千代田区霞が関１-２-２ 中央合同庁舎５号館　TEL：03－5521－8239（直通）

●「中小水力発電技術分野」に関する問合せ先
環境省大臣官房総合政策課　環境研究技術室
〒100－8975　東京都千代田区霞が関１-２-２ 中央合同庁舎５号館　TEL：03－5521－8239（直通）
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